
別紙

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム菫要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 令和6年7月1日

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

閑設年月日 平成28年6月1日

住宅の管理者氏名※l 池田 勝

電話番号／ FAX番号 TEL 045-530-0160 ／ FAX 048 -482 -3968 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

※l 管理者を配置している場合に記入

「2 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 03-6431-1864 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

資本金（基本財産） 9,000万円

主な出資者（出捐者）とその
株式会社学研ココファン (100%)

金額又は比率※2

設立年月日 平成20年 5月 15日

直近の事業収支決算額※3 （収益）20,055百万円 （費用）19,214百万円 （損益） 841百万円

会計監査人との契約 無．囲（新日本有限責任監査法人）

他の主な事業 福祉に閲する運営、企画、 調森、立案、及びコンサルタント

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上萬十営業外収益、費用は売上原価十販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 1。3-6431-1864
ホームページアドレス lhttps://www.cocofump.co. jp/ 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築基準法上の主要用途 寄宿舎 ． 共同住宅 ． 侑料老人ホームI． その他
建築物の耐火構造 1耐火構過 ． 準耐火構造 ． その他（ ） 

消火器 無•阿
自動火災報知設備 無・極

消防用設備等
火災通報設備 鉦．国

J'‘‘ 

スプリンクラー 無•同



防火管理者 無・極

防災計画 無・匝］

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

各住居内に4ヶ所緊急通報ボタンを設置

（トイレ、寝室、浴室、洗面）

緊急呼び出しがあった場合は、職員が現場に駆けつける

緊急通報装置等
（セコム（株）とも連携）また人感センサーにより

緊急自動通報システム(12hで対応）を導入。
緊急連絡・安否確認

安否確認の方法・頻度等

24時間有人管理による見守り

※職員はココファンあざみ野南館と一元管理しており連携して対

応

※夜間は北館・南館を1名で管理。

「5．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等

連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務を、極度額として、

賃料、共益費及びサービス料金の8か月分相当額の範囲内で、入

居者と連帯して履行の責に任ずるものとする。

身元引受人等の条件及び義務 身元引受人は、入居者の病気、死亡等の場合に、事業者からの連

等※4 絡、相談等に応じるものとする。また年に一度、事業者と入居者

の生活及び健康の状況や身元引受についての確認の打合せを行

なうものとする。また、本契約が終了したときは、責任をもって

乙の身柄を引き取るものとする。

生活保護受給者の受入れ対応 I 固 ・可

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等※5

（事業者からの解約）

1年は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当

の期間を定めて

当該義務の履行を催告したにもかかわらず、当該義務が履行され

ないときは、 1か月の予告期間を設けたのち、本契約を解除する

ことができる。

ー 第4条第1項に規定する賃料支払義務

二 第5条第2項に規定する共益費支払義務

― 第 8 条に規定する状況把握•生活相談サービス料金支払義務

四 前条第 1項後段に規定する費用負担義務

2.甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務

違反により本契約を継続することが困難であると認められるに

至ったときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除すること

ができる。



第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務

― 第 10条各項に規定する義務

― その他本契約書に規定する乙の義務
3.甲は、乙が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの

不正な行為によって本物件に入居したときは、何らの催告も要せ

ずして、本契約を解除することができる。

4．甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、

その相手方は、

何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

ー 第9条各号の確約に反する事実が判明した場合

二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当す

ることとなった場合

5.甲は、乙が別表第1第六項から第八項までに掲げる行為を行っ

た場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することが

できる。

6年は乙の行動が他の居住者の生命に危害を及ぼすおそれがあ

り、かつ乙が自身で自立した生活を営むことができず、本契約又

は乙が介護事業所から直接受ける介護サービスの生活支援方法

ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続

することが社会通念上著しく困難である場合、身元弓I受人及び乙

は甲と協議の上、建物賃貸借契約の解除を含めた滝切な措置を諧

じるものとする。

7．乙が賃貸借期間中に重度の要介護状態になり介護事業所から

受ける介護サービスの生活支援では自立した生活を継続するこ

とが困難な場合、または重度の認知症になった場合、身元引受人

及び乙は甲と協議の上、建物賃貸借契約の解除を含めた適切な措

置を謂じるものとする。

8前 2項の場合、甲は次の手続をおこなう。

ー 一定の観察期間を設ける。

二 主治医及び生活支援サービス担当スタッフ等のヒャリング

を行う。

― 入居者本人の意思を確認する。

四 身元引受人と協議、意思を確認する。

五 契約解除時期については、身元引受人と協議の上決定する。

（入居者からの解約）

1．乙は、甲に対して少なくとも 1か月前に解約の申入れを行う

ごとにより、本契約の契約期間中であっても、本契約を解除する

ことができる。

2．前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申入れの日から1か月

の賃料及び状況把握•生活相談サービス料金（本契約の解約後の



賃料相当額及び状況把握•生活相談サービス料金相当額を含む。

）を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1か月

を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

自宅等 1人

社会福祉施設 2人

退去先別の人数 医療機関 0人

退月‘I’J 
死亡者 2人

去年 その他 0人
度
者 i つ 0人
の'-
状お 事業者側の申し出 （解約事由の例）
況け
る

生前解約の状況
3人

入居者側の申し出 （解約事由の例）

介護介助を要するようになったため

体験入居の期間及び費用負担
直近の体験入居は実績なし

等

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 （令和 6年 7月1日現在）

性別 男性 8人、女性 37人

自 立 5人

（内訳） 要介護1 12人

要介護2 9人

入居者内訳 介護の 要介護 21人 要介護3 0人

要否別 要介護4 0人

要介護5 0人

要支援
（内訳） 要支援1 11人

19人
要支援2 8人

平均年齢 87.9歳（男性 87.6歳、女性 87.9歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6 サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について

(1)運営に関すること

運営に関する方針

私たちは、 1人でも多くの高齢者の方が、安心して暮ら
し続けられるためのサービスを提供します。
私たちは、粛齢者の尊厳を守り、 1人ひとりの心と身体
がより良い状態に向かう事を考え行動します。
私たちは、そこで暮らす人とのふれあいを通し、学ぶ心



を持ち、人間的魅力を身につけて、それを発揮します。

季節イベントやご入居者の要望•関心に応じたイベント
サービスの提供内容に関する特色 を企画・実施する。またご入居者主催のサークル活動も

あれば支援する。

運営懇談会の開催状況 ※6 

（開催回数、設置者の役職員を除く参 未実施

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦情等の取り扱い

苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連

絡先、第三者機関の連絡先等）

事故発生時の対応（医療機関等との連

携、家族等への連絡方法・説明等）

事故発生の防止のための指針

※事業所苦情対応担当

事業所長池田勝

TEL 045・530-0160 (9 : 00~18 : 00) 

※株式会社学研ココファン

TEL 03-6431-1860 

Email co・soudan@cocofump.co.jp 

施設及び本社で解決できない場合は第三者機関に相談

できる。

第二者機関

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課

TEL 045-671-4119 

横浜市建築局住宅部住宅政策課

TEL 045-671-3975 

苦情・事故マニュアルに基づき、協力医療機関の指導の

もとに対応。119番通報による医療機関への搬入を行うと

ともに、施設から家族への連絡を行う。また、事故につ

いての検証、今後の防止策を講じる

無•阿

介護サービス等の提供にあたり、万が一事故が発生し

入居者の生命・身体•財産に損害が発生した場合は、

損害賠償（対応方針及び損害保険契約1地裳・津波等の天災、戦争、暴動等及び入居者の故意

の概要等）

サービスの提供に伴う事故等が発生し1

た場合の損害賠償保険等への加入

によるもの等を除き、速やかに入居者に対して損害の

賠償を行います。ただし、入居者側に過失がある場合

には賠償額を減ずる事があります。

無．困

有の場合の保険名

（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）



(3)医療

名 称 新緑ホームケアクリニック藤が丘

診療科目 内科一般

協力医療機関（又は嘱託医） 所在地 横浜市青葉区藤が丘1-37-1

の概要及び協力内容 距離及び所要時間 約17分

協力内容
医療にかかわる相談を受けた際の適切な

助言・指導

名 称

協力歯科医療機関
所在地

距離及び所要時間

協力内容

医師の判断を基本として協力医療機関、または入居者が希望する

入居者が医療を要する場合の
医療機関に置いて治療を受けることが出来る。

費用については、医療保険制度で支給される以外の費用は入居者
対応（入居者の意思確認、医

負担とする。
師の判断、医療機関の選定、

医師が入居者について入院が必要であると判断した場合は入居者
費用負担、長期に入院する場

及びご家族の意思を確認する。
合の対応等）

・入院期間中についても家賃、管理贄、水光熱費、生活支援サー

ビス費は入居者の負担としてお支払いいただきます。

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 （令和6年 7月1日現在）

常勤換算後の 夜間易務扉員象
備 考

職員数 (17時～翌9時）
（資格・委託等）人数 うち舘対応 （最少人数）

管理者 1 () 介護福祉士※生活相談員兼務

介護職員初任者研修修了

生活相談員 9(7) 者 (6名）・正看護師 (1名

）・介護福祉士 (2名）

酉接処遇職員 （ ） ／ ／ 
従業
介護職員 （ ） ／ ／ 

者の
看護職員 （ ） I 内訳
機能訓練指導員 （ ） I 
理学療法士 （ ） 

作業療法士 （ ） 

その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 



医師 （ ） 

栄養士 （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 （ ） 

その他職員 3(3) 4 (4) 
介護職員初任者研修

修了者 (1名）

合 ※職員はココファン

13(10) 4 (4) あざみ野南館と一元

計 管理しており兼務

介護に関わる職員体制 ※7 以上

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他E常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況

他の職務との兼務 III]あり 2 なし

国あり
管理者

兼務に係る I資格等の名称
資格等

初任者研修修了

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員 その他職員

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤

勤 勤 勤 勤

前年度1年間の
2 

採用者数

前年度1年間の
1 2 

退職者数

文応業 1年未満

じ`  務たに 1年以上識こ従 3年未満 1 2 
員事
のにし 3年以上
人た 5年未満

非常
勤



5年以上
10年未満

10年以上

従業者の健康診断の実施状況 田あり 2 なし

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看護職員早番 ～ 

H勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値J及び「常勤換算方法」等については指定居宅サーピス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号）等の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉士 3人（ 人） 看護師 1人（ 人）

介護支援専門員 人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 4人（ 人）



I介護職員初任者研修修了者1 8人（ 人） I―------------------I 
注1)資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介獲職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 □公開（閲覧． I写し交付I)
入居希望者等 入居契約書の公開 国 公開（閲覧． I写し交付I)
への 管理規程の公開 □公開（閲覧． I写し交冊）
情報開示

財務諸表の公開 1公開（閲覧．写し交付）

事業収支計画の公開 1公開（閲覧．写し交付）

(6)その他

横浜市サービス付

き高齢者向け住宅

＜適合していない事項がある場合の内容＞

整備運営指導指針

に適合していない
事項 ※12 

2非公開

2非公開

2非公開

図非公開

回非公閉

※12 市の指針上適合していない事項について、 指針の9~13に該当する運営面に関するこ とを記述
すること。
なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）に

介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等

入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）



場は

合施
提携ホームヘ住み替える

設
場合（同上）

(3)介護保険に係る利用料

0特定施設入居者生活介護

額区 分 月

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介獲4

要介護 5

円
一円
一
円
一円
＿円

円
＿
円
＿円
＿円
＿円

(1か月 30日の例）
利用者負担額

(1割の場合／2割の場合）

円 l

円 l

円 l

円 l

円 l

0各種加算の状況
個別機能訓練加算

夜間看護体制加算

医療機関連携加算

看取り介護加算

認知症専門ケア加算 （無・有）

介護保険に係る利用料

（適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介護保険負担割合証

」に記載された利用者負

担の割合に応じた額）※

13 

サーピス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

（無・有）

（無・有）

（無・有）

（無・有）

（無・有）

（無・有）

(I) 
(II) 

(I)イ

(I)ロ

， 
ごIで直：入1二こ(9悶23；儡只］
0各種加算の状況
個別機能訓練加算

医療機関連携加算

認知症専門ケア加算 （無・有）

サービス提供体制強化加算 （無・有）

介護職員処遇改善加算 （無・有）

イ
ロ

岸
｀
｀
②
＿I-n
-III-IV

初

初．． 
無

無

（

（

 



短期利用の設定（短期利

用特定施設入居者生活1 無・有

介護の届出がある）※14

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サー

ピス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別添1 「サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表」

別添2 「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ）



ご使用上の諸注意

1この書類は、 「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年四月六日） （法律第二十六号） 」
第十七条（※1)の説明文の参考様式です。

※1 :（契約締結前の書面の交付及び説明）
第十七条登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまで
に、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載
した書面を交付して説明しなければならない。
（平二三法三ニ・追加）

2各担当窓口ごとに独自の様式を定めているところもありますので、使用に当たっては、必ず担当窓
ロ（※2)までご確認ください。

※2:担当窓口（地方公共団体ごと）の問い合わせ先は、以下のURLからご参照ください。
httos://www.satsuki-iutaku.io/inauirv list. html 

3 この様式には、現在公開中または審査中の登録情報の内容が反映されています。登録情報の変更
は、変更届を作成し、担当窓口まで提出してください。 (※3) 

※3: 変更届の作成については、以下のURLからご参照ください。
https : //wInv. satsuki-iutaku.,ip/modify._html 

4 シート「全体」の中の以下の項目は、登録情報にはない内容です。必要に応じて追記してください。

「5．サービス付き商齢者向け住宅の入居契約、入居資格及び入居開始時期（居住の用に供する
前である場合）」のうち「入居契約が賃貸借契約でない場合にはその旨」

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービスおよび入居者か
ら受領する金銭」のうち「家賃等の前払い金の返還債務が消滅するまでの期間」

「6サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービスおよび入居者か
ら受領する金銭」のうち「家賃等の前払金の返遼額の推移」

5各項目の入力文字数によって、文字切れや意図しない箇所に改ページが発生してしまい、正しく印
刷されない可能性がございます。

当説明書をご利用の際は、必ずテスト印刷していただき、
文字切れ、意図しない改ページなどがなく、正しく印刷されていることを確認してください。
正しく印刷が行なわれない場合は、
印刷範囲・行の高さ調節・改ページ位置などを調節したうえでご利用ください。



I 別紙 I 
登録事項等についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

令和6年7月1日

登録事項等についての説明

貸主（甲） 住所 東京都品川区西五反田二丁目11番8号
氏名 株式会社学研ココファン
代表取締役森猛 印

代理人悶悶 印

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関す
る法律第17条に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

l.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな）ここふぁんあざみのきたかん
.................................................................................................................................................................................................................................. 

住宅の名称

ココファンあざみ野北館

所在地 （住居表示）〒225-0021神奈川県横浜市青葉区すすき野2-7-1

■ l．電車（東急田園都市線 あざみ野駅からバスで7分 降車後、徒歩8分）
利用交通手段

D 2.その他（
） 

住宅に関する
□ l．所有権 ■ 2．賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 2月 1日から 2050年 1月 31日まで

施設に関する
□ 1．所有権 ■ 2．賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 2月 1日から 2050年 1月 31日まで

敷地に関する
□ 1．所有権 □ 2．地上権 ● 3．賃借権 □ 4．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 2月 1日から 2050年 1月 31日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、 地名地番を記載するごと。



2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 D個人

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん

商号、名称 ·-....................’’..,......̀ ......—• ●-................................................................................ ・・・・・・. ・・・・・...... ・・・・・・・ ・・・・・.................................................................................................. 

又は氏名
株式会社学研ココファン

（郵便番号 141-8420 ） 
住 所
（法人にあっ
ては 東京都品）l|区西五反田2-11-8

主たる事務所
の所在地）

電話番号 03-6431-1860

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）
............................................ . ....... . ....................................................................................................................................................・．•・・●•••.•• • ●●・..........

商号、名称、又は氏名

法定代理人
住所（法

（郵便番号 ） 
（未成年の個
人

人にあっ

である場合） ては主た
る事務所
の所在
地）

電話番号

法人の
別添 2 のとおり

役員

3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん
................................................................................................................................................................................................................................................ 

事務所の名称

株式会社学研ココファン

（郵便番号 141-8420 ） 

事務所の所在地 東京都品）月区西五反田2-11-8

電話番号03-6431-1860



4.サーピス付き漏齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 39 戸

居住部分の （最小） 35.46 』

規模 （最大） 65.01 可 詳細については、別添 3 

共同利用設備 ■あり □なし
構造及び
設備 構造 RC 造 階数

竣工の年月 2016 年 5 月 13 H 

■登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等

■緊急通報装置を備えている

5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期
（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 □その他
入居契約が賃
貸借契約でな
い場合には、
その旨

終身賃貸事業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
可

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯

地上 6

のとおり

階建

②高齢者＋同居者 （配偶者／ 60歳以上の親族／要介護認定又は要支援認定を受け
入居者の資格 ■ている

60歳未満の親族／特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60
歳未満の者をいう。）

入居契約の
別添入居契約書のとおり

内容

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入居開始時期1 年 月 日から



6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

状況把握
■ 自ら 口委託

生活相談
約 40,150 円

高齢者生活支
食事の提供 口自ら ■委託 口提供しない 約 47,490 円 詳細について援サービス は、別添 4 
入浴等の介護 口自ら 口委託 ●提供しない 約 円 のとおり

調理等の家事 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

健康の維持増進 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

その他 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

家賃の （最低） 約 98,000 円
住戸ごとの内容は別添 のとおり概算額 3 

（最高） 約 208,000 円

共益費の （最低） 約 19,000 円

概算額 （最高） 約 23,000 円

敷金の （最低） 約 196,000 円
家賃の 2.0月分概算額 （最高） 約 416,000 円

前払金※の
口あり ■なし有無

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最嵩） 約 円金の概算額

家賃

家賃等の前払
金の算定の基
礎

サービス提供
の対価

返還額の
算定方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 日まで
が消滅するま
での期間

家賃等の前払
金の返還額の （※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算Eとする。）
推移

口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託
前払金の保全 口保険事業者による保証保険 ロその他 ） 
措置の内容



特定施設入居 口指定を受けている

者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地域密着型特 口指定を受けている
定施設入居者
生活介護事業 ■指定を受けていない所

介護予防特定 口指定を受けている

施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サービス （特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは

情報
介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護
保険法第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する
場合をいう。

7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口管理業務を委託

委託する業務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

（ふりがな）

商号、名称
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． 

又は氏名

（郵便番号 ） 
住 所
（法人にあっ
ては

主たる事務所
の所在地）

電話番号

修繕計画

計画策定の
口あり ● なし有無

大規模修繕の
頃実施予定実施予定

その他計画的
な修繕予定



8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称
提供されるサービス
の概要

デイサービスココファンあざみ野 通所介護 ・予防通所介護

9.高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

事業所の名称

事業所の所在地

連携又は協力
の内容

（ふりがな）

（郵便番号

電話番号

事業所の場所． 同一の建築物内
口 同一の敷地内

口 隣接する土地

口 同一の建築物内

口 同一の敷地内

口 隣接する土地

口 同一の建築物内

口 同一の敷地内

仁l 隣接する土地

口 同一の建築物内

口 同一の敷地内

口 隣接する土地



1 0.登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

1基本方針及び横浜市の高齢者居住安全性確保計画に沿って適切に運営致します。

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

令和6年7月1日
借主（乙） 住所

氏名



1 ] 

役員名 簿

こばやかわひとし
,..................................................................................................................................................... ， 

代表取締役

もりたけし、
......... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・..,・,・・・..,・.......................................................................... I 

代表取締役

たかはしやすひろ
，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．會●●..●●●,...............鼻.. ....̀ ......--·•今．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

＇ 常務取締役

.........,................................................................................................................................... 
＇ 締役

~ 
． `-・ -N  ヽ」 ・ーノ C9̀  ` 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

＇ 締役

1きむらゆうすけ
..................................................................................................................................................... 

＇ 取締役

おくだるみ
,..................................................................................................................................................... 

＇ 取締役

ほんだやすたか
,..................................................................................................................................................... 

＇ 取締役



こんどう けんた

取締役

近藤健太

たかはし しゅんたろう

監査役

高橋俊太郎

おだ ごうたろう

監査役

小田耕太郎

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



役 員 名 簿

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 



法第6条第1項第4号の役員に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様
式の例により作成した書而に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



別添 3 

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 月額家賃
住棟番号 床面積 完 便 洗 浴 台 収 （戸）

（概算額）
(m') 備 所 面 室 所 納

（該当するものを全て記載） （円）

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 202 101,000 

1 35.46 。
゜゚゜゚゜

1 203 100,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 205 98,000 

1 35. 46 

゜゚゜゚゜゚
1 206 98,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 302 114,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 303 113,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
l 305 110,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 306 110,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 402 116,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 403 116,000 



1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 405 116, 000 

1 35.46 0 

゜゚゜゚゜
1 406 116, 000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 502 118,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 503 118,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 505 118,000 

1 35.46 

゜゚゜゚゜゚
1 506 ll8, 000 

l 45.86 

゜゚゜゚
。
゜

1 201 130,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜゚
1 207 130,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜゚
1 301 147,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜゚
1 307 140,000 

1 45.86 

゜
。
゜゚゜゚

1 401 149,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜゚
1 407 147,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜゚
1 501 151,000 

1 45.86 

゜゚゜゚゜
0 1 507 149,000 

1 54. 59 

゜゚゜゚゜゚
1 208 160,000 



1 54.59 

゜゚゜゚
0 

゜
1 210 158,000 

1 54.59 

゜゚゜゚゜゚
1 308 176,000 

1 54.59 

゜゚゜゚゜゚
1 310 163,000 

1 54. 59 

゜゚゜゚゜゚
1 408 178,000 

1 54. 59 

゜゚゜゚゜゚
1 410 165,000 

1 54. 59 

゜゚゜゚゜゚
1 508 180,000 

1 54.59 

゜゚゜゚゜゚
1 510 167,000 

1 54.59 

゜゚゜゚゜
0 l 601 182,000 

1 54.59 

゜゚゜゚゜
。 1 602 169,000 

1 65.01 

゜゚゜゚゜
。 1 211 186,000 

1 65.01 0 

゜゚゜゚゜
1 311 193,000 

1 65.01 

゜゚゜゚゜゚
1 411 204,000 

1 65.01 

゜゚゜゚゜゚
1 511 206,000 

1 65.01 

゜
0 

゜゚゜゚
1 603 208,000 

注 1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載するご
と。



2.共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積

整備箇所 想定利用戸数
備考(rd) （戸）

食堂 1 120. 39 lF 39 

ラウンジ 1 99. 11 lF 39 

プレイ
1 74.96 6F 39 Jレーム

屋上庭園 1 46. 80 屋上 39 

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



|月IJ添 4 | 

1.状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き病齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
（ふりがな）

託
商号、名

...............................車●●● ●` ”-・・-..  -·....."曇••, ........................ ......,. ..... .. .. ...........事......... . ,.................... ....•■... .`.................... ........... ....., ... .... ...,.....,,.......... ........................................._..... ...............

称
す 又は氏名
る
場
メロ 住 所 （郵便番号 ） 
の （法人に
委 あっては
託 主たる事
先 務所の所
在地） 電話番号

口医療法人 ■指定居宅介護支援事業者
サービスを提 □社会福祉法人 ■指定介護予防サービス事業者
供する法人等

■指定居宅サービス事業者 口指定介護予防支援事業者の別

■指定地域密着型サービス事業者 □上記以外の法人等
口医師 人員 人 □社会福祉士 人員 人

サービスを提 ■看護師 人員 l 人 〇介護支援専門員 人員 人
供する者の人

■准看護師 ■養成研修修了者 人員 人数 人員 人 8 

■介護福祉士 人員 3 人 ■上記以外の識員 人員 4 人

■同一の敷地内 口隣接する土地
常駐する場所

ロ近接する土地
（所在地： ） 

常駐する日 ● 365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 ， 時
゜

ノJ‘ ～ 18 時

゜
分 人員 1 人

常駐する時間 上記以
外の時 18 時

゜
分 ～ ， 時
゜
分 人員 l 人

間

毎日 1回以上
感知センサーによる12H毎の居室内の入居者動態把握と目視による。

の状況把握
毎日 1 回

サービスの提
口入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近接す供方法
る土地に常駐する場合のみ）



常駐する日

゜
時

゜
分 ～ 24 時

゜
分

提供時間
上記以外のE □24時間

緊急通報サー 各居室、共用部個浴・トイレ内に設置の緊急通報装置へ連絡

ビスの内容
通報方法

lF事務所
通報先 通報先から住宅までの到着予定時間 5 分

サービス提供 月額 約 40,150 円 前払金のの対価（概算
前払金 約 算定方法

額）

゜
円

生活支援サーピス提供の対価は 1人目は月額40, 150円（税込）、 2人の場合は58, 8 5 0F] 
（税込）

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



2.食事の提供サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■委託する

（ふりがな）かぶしきがいしやまぶちしょうじ
商号、名 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．今．．．．．．．．．．．．．． ．幽•、............. . ......... . .....,. . ......... ..... ..... . .. . .... 、.................. ......... ... .. ........ . . . ..... ..... .... .. .. ........·••··· · ·· ······ · ····••·••..・・・・・・・・・・................................................. 

称
又は氏名 株式会社馬渕商事

委
託
住所 （郵便番号 103-8248 ) す
る
（法人に

場
あっては 東京都中央区日本橋1-15-1 パーカービル4F

＾ ロ

主たる事

の
務所の所

電話番号 03-3278-0010
委
在地）

託 住所 （郵便番号 103-8248 ) 
先 （法人に
あっては
本業務に 東京都中央区日本橋1-15-1 パーカーピル4F
係る事業
所の所在

電話番号 03-3278-0010地）

食事提供を行 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 
う場所

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ■入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で調理 口配食サービスを利用 口その他（ ） 

サービス提供
月額i※ 約 47,490 円 内訳 朝食

゜
円 昼食 648 円 夕食 935 円

の対価（概算
前払金 約 円

前払金の
額）

゜ 算定方法

提供方法は事前予約のため入居者が選択できる。

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ．．． ， ．．．尋●鼻．．．．........．．疇．．．．．．．..•一·•-......`...鼻.. ............_......●●●● ●●..........̀.尋...............,.尋I●—.........疇.............*• •• ←＊會●●●●●●● ●●...............事......................................·-••••··............ ......... . .. . . ..... .鼻.. ,... ......... . ... .......

称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては

合
主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供E □36513対応 ロその他（ ） 

提供方法 ロ入浴介護 口排せつ介護 口食事介護

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算
額） 前払金 約 円 算定方法

備考



4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口 委託する

（ふりがな）
商号、名 ................ . ... .............. ..車......... .. ....... . . .............. . .,...... . ... . ... . ................... ........... .. .., ... , ......................、................. .... .~.......... ..... . ...... . ............、●●●●●●鼻．．．．．．．．．．．．．．、←置.........,..u,,,..................................... 
称

又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては

合 主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供日 □365日対応 ■その他（月曜日から金曜日まで、祝祭日は除く ） 

提供方法 ■調理 ●洗濯 ■掃除
内容

■その他 （家事代行サービス ） 

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算
額） 前払金 約

゜
円 算定方法

学研ココファン青葉台ヘルパーセンターと別途契約により、介護保険適用もしくは自費の料金にて利用
できます。
自費の場合、生活援助： 10分 440円～ 身体介護： 10分 624円～

備考



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ...............,.............,.,.............................................................,.............................................................................................................................................,............................鼻．．．．．．．．．．直●●
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

場
あっては

A ロ
主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供E □365日対応 ■その他（平日2~3日 (5H程度） ） 

提供方法 ●健康相談 口血庄等の測定 口定期検診 口通院等の付き添い

内容

口その他 （ ） 

サーピス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

健康相談員を上記提供日に配置、健康相談に随時応じる。
健康相談費は生活相談・状況把握費に含むD

備考



6, その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ....................................................'.......................,................ ············••·••······...........................................,.................,................,.....................................................·•·••••·••····....... 
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては

＾ ロ 主たる事務所の所
の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供日 □365日対応 ■その他（月曜日から金庫日まで、祝祭日は除く ） 

提供方法 lE2回の送迎サービス

内容

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

送迎サービス費は生活相談・状況把握費に含む。

備考

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ・・・-.. ・・・・・・・・・・・・・・..：■．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．▲● ● ●4、...............................................阜..................................................................
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては
主たる事

合
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）



提供F ● 365日対応 □その他（ ） 

提供方法 介護保険適用外のサービス、冠婚葬祭や買い物の付き添いなど

内容

サービス提供 月額 約

゜
F] 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
F] 

学研ココファン青葉台ヘルパーセンターと別途契約により、介護保険適用もしくは自費の料金にて利用
できます。
自費の場合、生活援助： 10分 440円～ 身体介護； 10分 624円～

備考



別添1 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサーピス等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有 •6り）
区 分 自 立 要支援1~2 要介護9~5

介護予防特定施設入居者 特定施設入居者生活介謹

提供サーピスの別
利用料金に含まれる

その都度徴収するサービス
生活介護1：：より提供され

その都度徴収するサービス
により提供されるサービ

その都度徴収するサーピス
サーピス るサービス．ヌは、利用 ス、又は、利用料金に含

料金に含まれるサービス まれるサービス

サービスの提供内容簿 提供方法（回数等） 提供方法（同数等） 金額（単価） 提供方法 （回数等） 提供方法 （回数等） 金額（単価） 提供方法（固数等） 提供方法（回数等）

1介謹サービス

(i)巡回

・昼間 9時～IS時 有）・無 都度 都度 都度

・夜間 18時～9時 有・撫 都度 都度 都度

②食享介助 有・無 10分 624円 JO分 624円 JO分

R排泄

・排泄介助 （右・無 JO分 624円 10分 624円 10分

•おむつ交換 有？・無 10分 624円 JO分 624円 10分

•おむつ代 苓釘・無 都度 実費 都度 実妾 都度

④入浴等

・消拭 布・無 10分 6241'1 10分 624円 10分

・一般浴介助 有・無 10分 624円 10分 624円 10分

•特浴介助 有J•無 LO分 624fll 10分 624円 10分

R身辺介助

・体位交換 ：有）・無 10分 624円 10分 624円 10分

・居室からの移動 l有・無 LO分 624円 lO分 624円 10分

・衣類の著脱 店う・無 LO分 624円 10分 624円 10分

・身だしなみ介助 •有・無 10分 624円 lO分 624円 10分

⑥機能訓練 有（蝉

⑦通院の介助 ”筍・槃 10分 624円 10分 624P1 10分

R緊急時対応

・ナースコール 右）・無 24時間対応 24時間対応 24時朋対応

2．生活サー ピス
①家車

・消掃 え・摂 10分 440円 10分 440円 10分

・洗沿 そ•J．熊 一~ 10分 440円 10分 440円 lO分

②居室配謄・下籍 （名 ）・撫 10分 440円 10分 440Pl 10分

R理美容 （准')・無 一 都度 実責 都度 実費 都度

①代行

・買物 右・無 10分 440円 10分 440円 10分

，役所手続 有（熱

3．儘康舒理サーピス
・健庫診断 有（無

・健庫相扱 有う・無 都度 都度 都度

• 生活指導 有〇齢 一

． 医医入師療退費の院往時診、 有 ｛輸 一4. 入院中のサーピス

•有C華 I―· I- I-
・移送サーピス 布（翰 II― I- I― 

5．その他サービス
有（魚 II- I-

即）日立・挺支援1~2・要介護1~5をI~：分した塩合は 8区分となるが、提枇サーピス内容が1"1じである場合等ば遥正、複数の区分をまとめることとして差し文えない。
注2) 「提供サービスの5ll」0)「利用料金」とは、 nii払金および月卿l/ll料を指七なお、特定施設入居者生活介護園護予防を含むlの指定を受けていない均合は、要支援・尖介報の襴は、 「系ljJ|」料金に含まれるサービスJとすること。
注3) 各サーピスごとに捉｛共ガ怯（同致等）及び金額(t閻］負担~)をりJ示することロ
注4)上記のサーピス項i'i以外1こ、サービス捉供0)状況等に応じ、通止、項目の朋庁の変更、項Eの追加等を行って差し支えない．
/t5) 「その他サービス」削は、上記以外のサービスを必炎に応じて記入すること．

金額（単価）

624円

624円

624fI! 

実費

624円

624円

624円

624円

624fll 

624円

624円

624円

440円

440円

440円

実費

440円




